
家電リサイクル法対象品目の出し方について 
 

１ 出し方について 

手順１：対象品目を確認しましょう。 

対象となる廃棄物は、つぎの「家電４品目」と呼ばれるもので、市では回収及び処

理しません。 

「家電４品目」（いずれも家庭用機器のみ） 

●エアコン・室外機 

●テレビ（ブラウン管、液晶式・有機 EL式・プラズマ式） 

●冷蔵庫・冷凍庫 

●洗濯機・衣類乾燥機 

 

手順２：回収方法を確認しましょう。 

「新しい製品に買い替える場合」や「買い替えではなく処分のみの場合」は、新し

い製品を購入するお店や処分する製品を購入したお店に引取りを依頼しましょう。ま

た、購入したお店が分からない場合などは、一般廃棄物収集運搬業許可業者に引取り

を依頼する方法や自ら指定引取場所へ持ち込む方法があります。 

 

●家電販売店に引取りを依頼する場合 

 

 

・家電販売店に引取りを依頼し、リサイクル料金及び収集運搬料金を支払います。 

・家電販売店が対象家電を引取り、指定引取場所へ引き渡しを行います。 

※お店ごとに、引取方法が異なりますのでお店にお問合せください。 

 

●市で許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に引取りを依頼する場合 

 

 

・許可業者に引取りを依頼し、郵便局で対象家電のリサイクル料金を支払います。 

・支払い後、家電リサイクル券を渡されますので、そちらに必要事項を記入します。 

・依頼を受けた許可業者が訪問したら、家電リサイクル券と対象家電を引き渡します。 

・その後、許可業者が運搬し、指定引取場所へ引き渡しを行います。 

※許可業者によっては、直接「家電リサイクル券」の購入が可能です。また、許可業者ご

とに、収集運搬料金が異なりますので直接お問い合わせください。 

消費者 家電販売店 指定引取場所 

消費者 許可業者 指定引取場所 



富津市一般廃棄物収集運搬業許可業者（家電法機器を取り扱っている許可業者） 

事業者名 所在地 電話番号 

日本ビル防災(株) 富津 49-13 87-2823 

富津美掃(株) 富津 49-12 87-1866 

(有)クリーンケア・フッツ 大堀 2043-4 88-0066 

房総建材工業(株) 下飯野 1306-4 87-2161 

(有)天笠商事 大堀二丁目 18-6 88-0031 

(有)新栄容器 大堀三丁目 23-11 87-6667 

サンエルティ(株) 亀沢 657 80-6181 

吉原商事(株) 湊 812-1 67-0721 

(株)錦織商店 田倉 483-22 68-1553 

 

●自ら引取り場所に運搬する場合 

 

 

・対象家電のリサイクル料金を確認するため、家電リサイクル券センターへ

連絡します。その際、製造メーカーを事前に確認（※テレビ（ブラウン管、

液晶式・有機 EL 式・プラズマ式）や冷蔵庫・冷凍庫については大きさの確

認が必要）しておくとスムーズです。 

・郵便局で対象家電のリサイクル料金を支払います。 

・支払い後、家電リサイクル券を渡されますので、そちらに必要事項を記入

し、指定引取場所へ持ち込みます。 

指定引取場所（業者） 所在地 電話番号 

房州物流（株）木更津営業所 木更津市潮見 5-18 0438-36-1814 

※受入場所の営業時間など、詳細は直接お問い合わせください。 

家電リサイクル券センター 電話番号：０１２０－３１９６４０ 

受付時間：午前９時～午後５時（日・祝日を除く。） 

 

２ 違法な不用品回収業者にご注意ください。 

近年、「廃電化商品を無料回収します」と謳ったチラシやホームページで宣伝し、軽

トラックなどで地域を巡回している違法な不用品回収業者が見受けられます。 

このような違法な不用品回収業者に回収を依頼することは、ご自身が金銭トラブル

に巻き込まれたり、ごみの不適正処理の原因（不法投棄など）になりますので、ご注

意願います。 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

富津市役所市民部環境保全課環境センター 

電 話 番 号：０４３９－３７－２０２０ 

時    間：午前８時 30分から午後５時 15分まで 

所 在 地：富津市桜井総稱鬼泪山８番地１ 

指定引取場所 消費者 郵便局 


